
                  平成２２年松崎町要綱第２０号 

 

 

松崎町耕作放棄地緊急対策事業費補助金交付要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 町長は、耕作放棄地を再生利用し農地の有効活用を図るため、対象農

地において耕作放棄地緊急対策事業を実施する松崎町担い手育成総合支援協

議会（以下「担い手協議会」という。）に対し、予算の範囲内において補助金

を交付するものとし、その交付に関しては、耕作放棄地再生利用緊急対策実

施要綱（平成２１年４月１日付け２０農振第２２０７号農林水産事務次官依

命通知。以下「国の耕作放棄地要綱」という。）、耕作放棄地再生利用緊急対

策実施要領（平成２１年４月１日付け２０農振第２２０８号農林水産省農村

振興局長通知）、耕作放棄地緊急対策事業費補助金交付要綱（平成２２年２月

２６日付け農振第５１６号）、耕作放棄地緊急解消促進事業実施要領（平成２

２年２月２６日付け農振第５１７号）、松崎町負担金補助及び交付金に関する

規則（昭和３３年松崎町規則第２号）及びこの要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「対象農地」とは、農振農用地区域（農業振興地域

の整備に関する法律第８条第１項の農業振興地域整備計画の変更により農用

地区域となることが確実と見込まれる区域を含む。）の農地で、耕作放棄地全

体調査要領（平成２０年４月１５日付け１９農振第２１２５号農林水産省農

村振興局長通知）３（１）又は（２）の区分に該当する状態となっている農

地のうち、作物の栽培に向けた再生作業（障害物除去・深耕・整地等）に一

定以上の労力と費用を必要とする農地をいう。 

２ この要綱において「耕作放棄地緊急対策事業」とは、国の耕作放棄地要綱

第２の規定に基づく耕作放棄地再生利用交付金の対象となる事業のうち、別

表１に掲げる事業をいう。 

 （交付の対象及び交付額） 

第３条 交付の対象は、耕作放棄地緊急対策事業を実施する担い手協議会とす

る。 

２ 交付額は、予算の範囲内とし、別表２のとおりとする。 

（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする担い手協議会は、耕作放棄地緊急対策

事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に揚げる書類を添えて町長に提



出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、国の耕作放棄地要綱関係書類及び町長が必

要と認める書類 

 （交付の決定） 

第５条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、耕作放棄地緊急対策事業費補助金交付決定通知書（様式第４

号）により担い手協議会に通知するものとする。 

 （交付の条件） 

第６条 交付の決定においては、次に掲げる事項を条件とする。 

(1) 決定を受けた補助金は、他の経費に流用してはならないこと 

(2) 決定を受けた後に、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとすると

きは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと 

(3) 耕作放棄地緊急対策事業が完了したときは、直ちに実績報告書を提出

し、交付確定を受けたときは直ちに請求書を提出しなければならないこと 

(4) 決定を受けた事業の収支に関する帳簿及び領収書等の関係書類を整備

し、補助金交付後１０年間保管しなければならないこと 

（変更の承認申請） 

第７条 担い手協議会は、補助金の交付の決定を受けた後、第４条の申請内容

を変更しようとするときは、耕作放棄地緊急対策事業計画変更承認申請書（様

式第５号）に次に掲げる書類を添付して、町長の承認を受けなければならな

い。第８条の規定による補助金の追加交付決定の通知を受けた後において、

申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。 

(1) 変更事業計画書（様式第２号） 

(2) 変更収支予算書（様式第３号） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、国の耕作放棄地要綱関係書類及び町長が必

要と認める書類 

（変更の承認） 

第８条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、耕作放棄地緊急対策事業計画変更承認通知書（様式第６号）

により担い手協議会に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 担い手協議会は、対象事業が完了したときは、耕作放棄地緊急対策事

業費補助金実績報告書（様式第７号）に次に揚げる書類を添えて町長に提出

しなければならない。 



(1) 事業実績書（様式第２号） 

(2) 収支決算書（様式第３号） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、国の耕作放棄地要綱関係書類及び町長が必

要と認める書類 

（交付の確定） 

第１０条 町長は、前条による実績報告があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、耕作放棄地緊急対策事業費補助金交付確定通知書（様

式第８号）により担い手協議会に交付確定額を通知するものとする。 

（請求の手続） 

第１１条 担い手協議会は、前条により補助金交付の確定通知を受けたときは、

速やかに町長に請求書(様式第９号)を提出しなければならない。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

 

   附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。 



別表１（第２条関係） 

区  分 内    容 

再生利用活動 

に対する支援 

（再生作業） 

貸借等により当該農地を長期間にわたって耕作する者を

確保して、又はその見通しをもって行う農地の再生作業（障

害物除去、深耕、整地、その他再生利用に必要な小工事(弾

丸暗渠、畦畔復旧)） 

 

 

別表２（第３条関係） 

区  分 交  付  額 交 付 期 間 

再生利用活動に対する支援 

（再生作業） 
  

 ・工事費の概算が 10 アー

ル当たり 60,000 円以上

100,000 円未満の場合 

10 アール当たり 15,000 円 １年間（事業実施年度）

・工事費の概算が 10 アー

ル当たり 100,000 円以上

の場合 

10 アール当たり 25,000 円 １年間（事業実施年度）

・工事費の概算が 10 アー

ル当たり 100,000 円以上

の場合で、バックホウ、

ブルドーザー等の重機

を用いて行う場合 

事業費に 4 分の 1 を乗じた

額 
１年間（事業実施年度）

 

 



様式第１号（第４条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

耕作放棄地緊急対策事業費補助金交付申請書 

 

年   月   日 

 

松崎町長 様 

 

住所（所在地） 

名称（団体名） 

代 表 者 氏 名         ㊞ 

電 話 番 号  （   ） 

 

 

    年度において、耕作放棄地緊急対策事業を実施したいので、補助金

を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

１ 交付申請金額            円 

 

 

 



様式第２号（第４条、第７条、第９条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

事業計画書（変更事業計画書、事業実績書） 

 

１ 対象農地 

所 在 地 
面積 

（㎡） 

台帳 

地目 

荒廃以前

の作物 

実施後 

の作物 
備 考

      

      

      

      

      

計      

 

２ 事業の内容 

区   分 事 業 内 容 （ 数 量 ） 

(1)再生事業（障害物除

去、深耕、整地等） 
 

(2)土壌改良  

(3)営農定着  

(4)施設等補完整備  

 

３ 事業実施期間 

事業着手（予定）日    年   月   日 

事業完了（予定）日    年   月   日 

（注） 変更事業計画書の場合は変更前の計画を上段に括弧書きし、変更後の

計画を下段に記載すること。 



様式第３号（第４条、第７条、第９条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

収支予算書（変更収支予算書、収支決算書） 

 

１ 収入の部                                                （単位：円）  

区  分 

本年度予算額 

(変更後予算額)

(本年度決算額)

前年度予算額 

(変更前予算額)

(本年度予算額)

比較増減 備 考

 

(1)町 費 補 助 金 

(2)県 費 補 助 金 

(3)国 庫 補 助 金 

(4)自 己 資 金 

(5)その他（   ） 

    

合  計     

 

２ 支出の部                        （単位：円） 

区  分 

本年度予算額 

(変更後予算額)

(本年度決算額)

前年度予算額 

(変更前予算額)

(本年度予算額)

比較増減 備 考

 

(1)再生事業 

(2)土壌改良 

(3)営農定着 

(4)施設等補完整備 

 

    

合  計     

 

 



様式第４号（第５条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

 

                    松崎町長          ㊞ 

 

耕作放棄地緊急対策事業費補助金交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった    年度耕作放棄地緊急対

策事業費補助金の交付については、１のとおり決定します。 

 

 

 

１ 決定の内容 

 （１）金   額   金          円 

 

（２）交付の対象   補助金交付申請書に記載された事業 

 

 

２ 交付の条件 



様式第５号（第７条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

耕作放棄地緊急対策事業計画変更承認申請書 

 

年   月   日 

 

松崎町長 様 

 

住所（所在地） 

名称（団体名） 

代 表 者 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号  （   ） 

 

    年  月  日付け    第   号により補助金の交付の決定

を受けた耕作放棄地緊急対策事業について、次のとおり変更したいので、承認

されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

１ 変更の理由 

 

 

 

２ 変更の内容     



様式第６号（第８条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

 

                    松崎町長          ㊞ 

 

耕作放棄地緊急対策事業計画変更承認通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった    年度耕作放棄地緊急対

策事業計画の変更については、申請のとおり承認します。 

 なお、これに伴い先に交付の決定をした補助金について、１のとおり変更決

定します。 

 

 

 

１ 変更交付決定の内容 

 （１）前回までの交付決定額           円 

 

 （２）今回の変更分               円 

 

 （３）変更後の決定額              円 

 

２ 交付の条件 



様式第７号（第９条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

耕作放棄地緊急対策事業費補助金実績報告書 

 

年   月   日 

 

松崎町長 様 

 

住所（所在地） 

名称（団体名） 

代 表 者 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号  （   ） 

 

 

    年  月  日付け    第   号により補助金の交付の決定

を受けた耕作放棄地緊急対策事業が完了したので、関係書類を添えて報告しま

す。 

 

 

 

１ 交付決定額                円 

 

２ 事業完了年月日      年   月   日 

 

 

 

 



様式第８号（第 10 条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

 

                    松崎町長         ㊞ 

 

耕作放棄地緊急対策事業費補助金交付確定通知書 

 

 

     年  月  日付け    第   号により決定した    年

度耕作放棄地緊急対策事業費補助金の交付については、次のとおり確定します。 

 

 

 

１ 交付決定額             円 

 

２ 交付確定額             円 



様式第９号（第 11 条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

請   求   書 

 

 

 金         円 

 

 

ただし、   年  月  日付け    第   号により補助金の交付

の確定を受けた耕作放棄地緊急対策事業費補助金として、上記のとおり請求し

ます。 

 

 

年  月  日 

 

 

 松崎町長 様 

 

 

住所（所在地） 

名称（団体名） 

代 表 者 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号  （   ） 

 

 

振込先 

金融機関名 

 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

口 座 名 義 

口 座 種 別 

口 座 番 号 

 

 

 

 

 


